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【関係規定】 

告示第２条  

五 技能実習生に夜勤業務その他少人数の状況の下での業務又は緊急時の対応が求めら

れる業務を行わせる場合にあっては、利用者の安全の確保等のために必要な措置を講ず

ることとしていること。 

解釈通知 

第一 

二 

３ 夜勤業務等について（告示第２条第５号） 

夜勤は、昼間と異なり少人数での勤務となるため利用者の安全性に対する配慮が

特に必要となるとともに、技能実習生の心身両面への負担が大きいことから、技能実

習生を夜勤業務等に配置する際には、利用者の安全を確保し、技能実習生を保護す

るための措置を講ずることが必要であること。 

 

○ 技能実習生への技能・技術の移転を図るという技能実習制度の趣旨に照らし、技

能実習生が業務を行う際には、昼夜を問わず、技能実習生以外の介護職員を指

導に必要な範囲で同時に配置することが求められます。 

 

【確認対象の書類】 

・ 申請者の誓約書（介護参考様式第９号） 

 

第３ 介護職種の優良な実習実施者に関するもの 

 

【関係規定】 

（第三号技能実習に係る基準） 

規則第１５条 法第九条第十号（法第十一条第二項において準用する場合を含む。）の主務省

令で定める基準は、次に掲げる事項を総合的に評価して、技能等の修得等をさせる能力につ

き高い水準を満たすと認められるものであることとする。 

  一 技能等の修得等に係る実績 

  二 技能実習を行わせる体制 

  三 技能実習生の待遇 

  四 出入国又は労働に関する法令への違反、技能実習生の行方不明者の発生その他の問

題の発生状況 

  五 技能実習生からの相談に応じることその他の技能実習生に対する保護及び支援の体制

及び実施状況 

  六 技能実習生と地域社会との共生に向けた取組の状況 
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○ 介護職種の優良な実習実施者の基準については、他職種と同様、規則第 15 条第

１号から第６号に掲げる事項を総合的に評価して、技能等の修得等をさせる能力につ

き高い水準を満たすと認められるものであることとされています。 

 

○ その運用に当たっては、下記の表で６割以上の点数（155 点満点で 93 点以上）を獲

得した場合に、「優良」であると判断することとされています。下記の表については、他

職種における優良な実習実施者に関する基準の表（150 点満点）の「②技能実習を

行わせる体制」の評価項目に、「過去３年以内の介護職種の技能実習指導員講習の

受講歴」を追加したものになります。 

   

○ この「介護職種の技能実習指導員講習」とは、介護職種の技能実習に関して、適切

な実習体制を確保することを目的として厚生労働省が行う予算事業である「介護職種

の技能実習生の日本語学習等支援事業」を受託した事業者が、当該事業の一環とし

て実施する講習をいいます。介護職種の技能実習指導員講習の開催予定等につい

ては、厚生労働省ＨＰに掲載しています。介護職種の技能実習指導員が、過去３年以

内に当該講習を受講した場合に、加点されることとなります。 

 

 項目 配点 

①技能等の

修得等に係

る実績 

【最大７０点】 

Ⅰ 過去３技能実習事業年度の初級程度の介護技能実習

評価試験等（他職種の技能実習評価試験も含む。）の学

科試験及び実技試験の合格率（旧制度の基礎２級程度

の合格率を含む。） 

・95％以上：20 点 

・80％以上 95％未満 

：10 点 

・75％以上 80％未満 

：0 点 

・75％未満：－20 点 

Ⅱ 過去３技能実習事業年度の専門級・上級程度の介護技

能実習評価試験等（他職種の技能実習評価試験も含

む。）の実技試験の合格率 

＜計算方法＞ 

分母：技能実習生の 2 号・3 号修了者数 

       －うちやむを得ない不受検者数 

       ＋旧制度の技能実習生の受験者数 

分子：（専門級合格者数＋上級合格者数×1.5）×1.2 

＊ 旧制度の技能実習生の受検実績について、施行日以

後の受検実績は必ず算入。 

・80％以上：40 点 

・70％以上 80％未満 

：30 点 

・60％以上 70％未満 

：20 点 

・50％以上 60％未満 

：0 点 

・50％未満：－40 点 
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＊ 上記の計算式の分母の算入対象となる技能実習生が

いない場合は、過去３技能実習事業年度には２号未修

了であった者の申請日時点の専門級程度の介護技能

実習評価試験等（他職種の技能実習評価試験も含

む。）の実技試験の合格実績に応じて、右欄のとおり加

点する。 

＊ 左欄に該当する場合 

・合格者 3 人以上：20 点 

・合格者 2 人：10 点 

・合格者 1 人：５点 

・合格者０人：０点 

Ⅲ 直近過去３年間の専門級・上級程度の介護技能実習評

価試験等（他職種の技能実習評価試験も含む。）の学科

試験の合格実績 

＊ 専門級、上級で分けず、合格人数の合計で評価 

・合格者 2 人以上：5 点 

・合格者 1 人：3 点 

Ⅳ 技能検定等の実施への協力 

＊ 介護技能実習評価試験の試験評価者を社員等の中

から輩出している場合等を想定 

・有：5 点 

②技能実習

を行わせる

体制 

【最大 15 点】 

 

Ⅰ 過去３年以内の技能実習指導員の講習受講歴 ・全員有 ： ５点 

 

Ⅱ 過去３年以内の生活指導員の講習受講歴 ・全員有 ： ５点 

 

Ⅲ 過去３年以内の介護職種の技能実習指導員講習の受

講歴 

・全員有 ： ５点 

③技能実習

生の待遇 

【最大 10 点】 

Ⅰ 第１号技能実習生の賃金（基本給）のうち最低のものと

最低賃金の比較 

・115％以上 ： ５点 

・105％以上 115％未満 

： ３点 

Ⅱ 技能実習生の賃金に係る技能実習の各段階ごとの昇給

率 

・５％以上 ： ５点 

・３％以上５％未満 

： ３点 

Ⅲ 技能実習生の住環境の向上に向けた取組 ・有 ： ５点 

④ 法 令 違

反・問題 の

発生状況 

【最大 5 点】 

Ⅰ 直近過去３年以内に改善命令を受けたことがあること ・改善未実施 ：－50 点 

・改善実施 ： －30 点 

Ⅱ 直近過去３年以内における失踪がゼロ又は失踪の割合

が低いこと 

・ゼロ ： ５点 

・10%未満又は１人以下 

： 0 点 

・20%未満又は２人以下 
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：-５点 

・20%以上又は３人以上 

：-10 点 

Ⅲ 直近過去３年以内に責めによるべき失踪があること ・該当 ： －50 点 

⑤相談・支

援体制 

【最大 45 点】 

Ⅰ 母国語相談・支援の実施方法・手順を定めたマニュアル

等を策定し、関係職員に周知していること 

・有 ： ５点 

Ⅱ 受け入れた技能実習生について、全ての母国語で相談

できる相談員を確保していること 

・有 ： ５点 

Ⅲ 直近過去３年以内に、技能実習の継続が困難となった

技能実習生に引き続き技能実習を行う機会を与えるため

に当該技能実習生の受入れを行ったこと 

・基本人数枠以上の受入

れ ： ２５点 

・基本人数枠未満の受入

れ ： １５点 

 Ⅳ 技能実習の継続が困難となった技能実習生（他の監理

団体傘下の実習実施者で技能実習を行っていた者に限

る。）に引き続き技能実習を行う機会を与えるため、実習

先変更支援サイトに監理団体を通じて受入れ可能人数の

登録を行っていること。 

・有 ： １０点 

 

⑥地域社会

との共生 

【最大 10 点】 

Ⅰ 受け入れた技能実習生に対し、日本語の学習の支援を

行っていること 

・有 ： ４点 

Ⅱ 地域社会との交流を行う機会をアレンジしていること ・有 ： ３点 

Ⅲ 日本の文化を学ぶ機会をアレンジしていること ・有 ： ３点 

 

 

【確認対象の書類】 

・ 介護職種の優良要件適合申告書（介護参考様式第 12 号） 

・ 優良要件適合申告書・別紙（参考様式第１-24 号別紙） 

・ 介護職種の優良要件適合申告書・別紙（介護参考様式第 12 号別紙） 

＊ 介護職種の技能実習指導員に講習受講者があり、加点要素として申告する場合 

・ 講習受講者全員の受講証明書の写し 

＊ 技能実習指導員又は生活指導員に講習受講者があり、加点要素として申告する場合 

・ 在籍する全ての技能実習生について個室が確保されていることを明らかにする資料 

＊技能実習生の住環境の向上に向けた取組を実施しており、加点要素として申告する場合  

 


